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ポーランド政治・経済・社会情勢 
（２０２１年９月２日～２０２１年９月８日） 

令和３年（２０２１年）９月１０日 

H E A D L I N E S 

政治 
憲法法廷がポーランド憲法のＥＵ法に対する優位性に関する審査を延期 

ヴィテク下院議長罷免動議を巡る動き 

最新の世論調査の結果 

最高裁判所民事部長官及び労働・社会保険部長官の任命 

アフガニスタンからの難民受け入れ 

「ポーランド２０５０」第１回党大会の実施 

内閣改造を巡る動き 

ベラルーシ国境沿い地域における緊急事態発令を巡る動き 

ドゥダ大統領による放送法の改正案に対する拒否権行使の可能性 

欧州委による国家復興計画の承認に関する発言 

ラウ外相のＥＵ非公式外相会合ギムニッヒ出席 

ポーランドによる台湾へのワクチン供与 

モラヴィエツキ首相とモリソン豪首相の電話会談 

「ＬＧＢＴフリーゾーン」宣言自治体へのＥＵ基金の支出手続停止 

ラウ外相のリトアニア訪問 

ラウ外相の第３０回経済フォーラム出席 

欧州委員会による欧州司法裁判所判決違反に対する制裁発動の要請 

新型防空システムの調達 

ベトナムに対する医療物資の援助の発表 

ラウ外相とクレーシ・パキスタン外相との電話会談 

【お
願
い
】３
か
月
以
上
滞
在
さ
れ
る
場
合
、
「在
留
届
」を
大
使
館
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
大
規
模
な
事
故
・災
害
等
が
発
生
し
た
場
合
、
所
在
確
認
・救
援
の
根
拠
と
な
り
ま
す
。 

問
合
せ
先:

大
使
館
領
事
部 

電
話
２
２ 

６
９
６ 

５
０
０
５ 

F
ax 

５
０
０
６ 

各
種
証
明
書
、
在
外
投
票
、
旅
券
、
戸
籍
・国
籍
関
係
の
届
出
に
つ
い
て
も
ど
う
ぞ
。 

治安等 
ネットショッピング詐欺に関して警察が注意喚起 

公安庁が２０２０年におけるサイバーセキュリティに関する報告書を発表 

ベラルーシからの不法移民に関連する動向 

経済 
Polish Deal」による地方政府への影響 

モラヴィエツキ首相のタリン・デジタル・サミット出席 

閣僚評議会、「Polish Deal」の下での税制改革パッケージ法案を可決 

ポーランドと西欧諸国との開発格差の縮小に関する報告 

ＰＫＰ貨物のインターナショナル・マルチモーダル・ハブ 

ポーランド、ガス調達見通し 

ガス不足によるエネルギー価格高騰 

小型モジュール炉と洋上風力に関する動向 

大使館からのお知らせ 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

「たびレジ」への登録のお願い 

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起 

マイナンバーカード取得のお願い 

年金受給者の現況届提出について 

特例郵便等投票について 

大使館広報文化センター開館時間 

文化行事・大使館関連行事 
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在ポーランド日本国大使館 
ul. Szwoleżerów ８、 ００-４６４ Warszawa Tel:+４８ ２２ ６９６ ５０００ http://www.pl.emb-japan.go.jp 

政    治 

憲法法廷がポーランド憲法のＥＵ法に対する優位性

に関する審査を延期【８月３１日】 

８月３１日、憲法法廷は、ポーランド憲法のＥＵ法

に対する優位性に関する審査を９月２２日まで延期

すると明らかにした。人権擁護官事務所によってスタ

ニスワフ・ピォトルヴィチ判事の判事団からの除外が

求められた直後、審査の延期が発表された（マルチ

ン・ヴィオンツェク人権擁護官は、憲法法廷における

裁判官の選出方法に疑問を呈していた）。プシウェン

プスカ憲法法廷長官は、手続上、裁判官の除外を求

める申立ては適用され得べき規則に従って提出され

ており、形式的な欠陥もなく審査の対象となるため、

このような状態においては、残念ながら、憲法法廷

はこの申立てを検討しなければならず、したがって休

廷を命じなければならないと述べた。 

 

ヴィテク下院議長罷免動議を巡る動き【２日】 

２日、ガゼタ・ヴィボルチャ紙は、野党陣営の情報

筋によれば、９月１５～１７日に実施される下院本会

議で野党陣営がヴィテク下院議長の罷免動議を提

出することはないだろうと報じた。下院議長の罷免に

必要な票数が確保できていない他、野党陣営は依

然として下院議長統一候補を擁立出来ていないため

だとされている。８月１１日に下院でヴィテク下院議

長の判断によってラジオ及びテレビ放送に関する法

律の改正案の再投票が実施されて以来、野党陣営

による下院議長統一候補擁立を巡る議論が続いて

いる。 

 

最新の世論調査の結果【２日】 

２日に発表された世論調査機関Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｅｒｖｅｙｓ

が実施した調査によると、与党「法と正義」（ＰｉＳ）を

擁する与党「統一右派」が３７．１％の支持率（７月比

＋４．１％）で首位を維持した。第２位は野党「市民連

立」（ＫＯ）で支持率２５％（同＋６．４％）、第３位は

「左派」で支持率９％（同＋１．２％）であった。「ポー

ランド２０５０」は支持率８．４％（同－８．２％）で前回

調査の第３位から第４位へ順位を下げた。第５位は

「同盟」で支持率８．１％（同＋１．１％）であった。第６

位となった「農民党」（ＰＳＬ）は支持率４．５％（同－１．

５％）で、議会選挙における５％の足切りラインを下

回る結果となった。 

 

最高裁判所民事部長官及び労働・社会保険部長官

の任命【２日、７日】 

２日、ドゥダ大統領は、マウゴジャタ・マノフスカ最

高裁第一長官を民事部長官代行に、ピォトル・プル

シノフスキ・ヴァルミア＝マズーリ大学教授を労働・

社会保険部長官に、それぞれ任命した。 

 ７日、マノフスカ最高裁第一長官兼民事部長官代

行は、民事部長官候補者３名を選出するために民事

部の裁判官２７名を招集したが、そのうち「法と正義」

（ＰｉＳ）が政権を奪還した２０１５年以前に選出された

裁判官１７名が、欠陥のある手続きに基づいて民事

部長官を選出することは最高裁を取り巻く法的混乱

を深めるだけであるとして退室したため、裁判官の

出席数が民事部長官候補者選出に必要な３分の２

に達せず、候補者を選出することはできなかった。本

年６月、民事部の裁判官は、欧州司法裁判所（ＥＣＪ）

が新しく任命された民事部裁判官の独立性と地位に

関する問題に回答するまで、民事部長官の候補者

の選出を延期することを決定していた。 

本年初めに実施された最高裁に関する法律の改

正によって、長官候補者の選出に必要な裁判官の

出席数は徐々に減り、最終的には３分の１の裁判官

によって候補者を選出することが可能となる。次回

の候補者選出会議は９月１６日に実施される見込み

である。 

 

アフガニスタンからの難民受け入れ【９月３日】 

９月３日、ドヴォルチク首相府長官は、ＮＡＴＯの協

力者であった５００名のアフガニスタンからの難民を

受け入れると発表し、２８４名の難民が同日にポズナ

ンへ到着する予定であると明らかにしたほか、そのう

ち５０名がポーランドに残り、その他は３か月以内に

他国の目的地へ向けて出国すると付言した。同日、

１１４人の難民が独ラムスタイン米軍基地からポズナ

ンへ到着した。 

 

「ポーランド２０５０」第１回党大会の実施【９月４日】 

９月４日、「ポーランド２０５０」第１回党大会がワル

シャワで開催された。ホウォヴニャ「ポーランド２０５０」

代表は、党のプログラムとして、憲法法廷の廃止、教

会基金の廃止、国営企業における縁故主義との戦

い、投票年齢の１６歳への引き下げ等を挙げた。ま

た、「ジャスミン」という市民が国民投票という形で政

治における意思決定に参加することを可能にすると

ともに、近辺で実施されている政治イベントについて

通知するアプリケーションを紹介した。 

 

内閣改造を巡る動き【９月４日、６日】 

９月４日、モラヴィエツキ首相は、内閣改造の可能

内    政 

http://www.pl.emb-japan.go.jp/
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性と時期を問われ、内閣改造は予定されておらず、

同首相自身が辞任することもないと答えた。他方、

国内主要紙は、カミル・ボルトニチュク下院議員（「共

和党」）がスポーツ大臣に就任し、マルチン・オチェパ

下院議員（元「合意」）が開発・技術大臣のポストを得

る可能性や、副大臣の入れ替え等があり得ると報じ

ている。 

６日、ミュレル政府報道官は、内閣改造があるとす

れば、９月から１０月にかけて行われるだろうと述べ

た。 

 

ベラルーシ国境沿い地域における緊急事態発令を

巡る動き【９月４日、６日、８日】 

９月４日、モラヴィエツキ首相は、ベラルーシ国境

沿い地域における緊急事態の発令は必要に応じて

延長され得ると発言した。 

６日、下院は緊急事態発令に関する大統領令に

ついて審議・投票を行い、賛成２４７票、反対１６８票、

棄権２０票で承認された。 

８日、閣僚評議会は、緊急事態発令地域に所在す

る企業の損失の６５％を補償する法案を閣議決定し

た。 

 

ドゥダ大統領による放送法の改正案に対する拒否権

行使の可能性【６日】 

６日、パヴェウ・シュロト大統領室長は、当地ラジ

オ局Ｒａｄｉｏ Ｚｅｔのインタビューに対し、ドゥダ大統領

はラジオ及びテレビ放送に関する法律（放送法）の

改正案について安心できず、経済的自由や表現の

自由、外国のパートナーとの関係について懸念して

いると述べた。また、同大統領室長は、ドゥダ大統領

は、現在の形での同改正案に対しては拒否権を行

使する用意があると明らかにしているとした上で、同

大統領に代わり政府や政治家、草案作成者にその

旨伝えていると付言した。 

欧州委による国家復興計画の承認に関する発言【２

日、８日】 

２日、ジェンティローニ欧州委員（経済担当）は、

ポーランド政府が提出した欧州復興基金支出の基

礎となる国家復興計画の欧州委による承認に時間

を要している理由の一つとして、ポーランドにおける

国内法に対するＥＵ法の優位性の問題があると述べ

た。昨年１２月に欧州理事会が合意に達した欧州復

興基金の支出には、各加盟国の提出した執行計画

の欧州委による承認とＥＵ理事会による決議が必要

となっている。これまで加盟国２７か国中１８か国が

既に欧州委員会の承認を得ているが、ポーランドに

ついては５月に復興計画を提出したにも関わらず未

だに承認を得られておらず、この承認の遅れの背景

には法の支配問題に関する欧州委との対立がある

と取り沙汰されていた。 

これに対して、８日、モラヴィエツキ首相は、復興

計画の承認に向けて欧州委と協議を続け、最終的

には合意に達することがきるとして、慎重かつ楽観

的に見ていると述べた。 

 モラヴィエツキ首相は、憲法法廷に対して司法に関

連する問題においてＥＵ法がポーランド憲法に優位

するかどうかについて審査要請をしていた。８月３１

日、憲法法廷は、延期されていた本件審議を再開し

たが、人権擁護官事務所による１名の憲法法廷判

事の除斥の申立てがなされたため、９月２２日に再

延期となった。 

 

ラウ外相のＥＵ非公式外相会合ギムニッヒ出席【２日、

３日】 

２日及び３日、ラウ外相は、スロベニアで開催され

たＥＵ外相非公式会合ギムニッヒに出席した。アフガ

ニスタンの現状に関する議論において、同外相は、

ポーランドによる退避活動について、１，２３２人を国

外に退避させ、カブールにあるＥＵ代表部とＥＣＨＯ

事務所（欧州市民保護・人道支援活動総局）の元職

員とその家族４５人に対して人道ビザを提供したと説

明した。ＥＵと中国の関係に関する議論において、同

外相は、トランスアトランティックな対話と、アジア・オ

セアニア地域のパートナー、特にインド、日本、韓国、

豪州、ニュージーランドとの対話の両方を強化するこ

とが重要であると強調し、また、ＥＵと中国の貿易関

係においては、中国が互恵主義と市場アクセスに関

する機会均等を尊重することが必要であると述べた。

ベラルーシとの国境における移民問題について、同

外相は、現在の危機はルカシェンコ政権が人為的に

作り出したものであると強調し、欧州委員会の明確

な立場と、ＥＵ機関と加盟国が政治的・業務的支援

で示した連帯について感謝の意を表明した。 

 

ポーランドによる台湾へのワクチン供与【４日】 

４日、ポーランド政府は、アストラゼネカ社製ワク

チン４０万回分を台湾に供与したことを発表した。こ

れにより、ポーランドは、日本、米国に次いで３番目

に供与数の多い台湾へのワクチン供与国となった。

新型コロナウイルス感染症の第一波の際、台湾は

ポーランドに１００万枚のマスク、５，０００着の防護

服、２万着の手術着を提供していた。これに対して、

ポーランドは、台湾の学生の帰国を支援し、ＬＯＴ

ポーランド航空の特別チャーター機によるワルシャ

ワから台北への直行便を共同で調達したほか、本年

５月には台北ポーランド事務所が合計１，５００着の

防護服を台北市に提供した。ポーランド外務省は、

国内外の政策の基礎である「連帯」の原則に基づき、

外交・安全保障 
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世界の疫学的状況、人道的ニーズ、自国の能力と供

給に応じて、将来的には、必要としている他の海外

パートナーにさらに多くのワクチンを供与する可能性

があると表明した。 

 

モラヴィエツキ首相とモリソン豪首相の電話会談【４

日】 

４日、モラヴィエツキ首相は、オーストラリアのモリ

ソン首相と電話会談を行い、新型コロナウイルスの

パンデミックに対する協力や二国間関係、国際情勢

について議論した。同首相は、ポーランドが８月に

オーストラリアに対して１００万回分のワクチンを再

販したことについて言及した。また、両首相は、国際

情勢に関する議論において、劇的に変化するアフガ

ニスタン情勢に対して懸念を表明し、二国間および

多国間の緊密な協力が必要であるとの考えで一致

した。さらに、両首相は、ポーランドとオーストラリア

が２０２２年に外交関係樹立５０周年を迎えることを

指摘した。 

 

「ＬＧＢＴフリーゾーン」宣言自治体へのＥＵ基金の支

出手続停止【６日】 

６日、ガゼタ・ヴィボルチャ紙は、ポーランドの地方

自治体が反ＬＧＢＴ決議を撤回しない場合、数百万ズ

ロチのＥＵ基金を失う可能性があると報じた。ポーラ

ンドでは、１００以上の自治体が反ＬＧＢＴ決議を採択

しており、ポーランド国内外から批判や反発を招いて

いる。同紙によれば、欧州委員会は、いわゆる「ＬＧ

ＢＴフリーゾーン」宣言は無差別原則に反していると

して、同宣言を採択しているポーランドの５つの県と

のＲＥＡＣＴ－ＥＵプログラムからの基金支出につい

ての協議を中断すると発表した。同プログラムには、

医療サービスや病院及び中小企業の復興支援が含

まれており、５県は総計１億２６００万ユーロを受領で

きないおそれがある。 

 

ラウ外相のリトアニア訪問【６日】 

６日、ラウ外相は、リトアニアを訪問し、ランズベル

ギス外相とともにポーランド・リトアニア国交回復３０

周年に関する共同宣言に署名した。両外相は、ポー

ランドとリトアニアが、緊密に協力し合いながら地域

やグローバルな課題に共に取り組み、何世紀にもわ

たる歴史と地域における自由、民主主義、人権に対

する責任を共有する戦略的パートナーであることを

強調した。また、両外相は、ロシアによる攻撃的態度

による脅威に対応するため安全保障と防衛の分野

において両国の協力が発展していることに言及した

ほか、ベラルーシのルカシェンコ政権が不法移民を

利用してＥＵに対して政治的圧力をかけるハイブリッ

ト攻撃を行なっているとして非難した。さらに、両外相

は、ウクライナの独立及び領土保全に対する支持を

表明し、ロシアによる軍事的侵略及び国際法違反に

よるクリミア併合を非難するとともに、ミンスク合意の

条項を完全に履行するよう求めた。 

 

ラウ外相の第３０回経済フォーラム出席【７日】 

 ７日、ラウ外相は、ポーランド南部カルパチで開催

された第３０回経済フォーラムに出席し、「国際政治

における新たな挑戦：米国ー欧州ーロシアー中国」と

題するパネルに参加した。同外相は、欧州が直面し

ている最大の課題は欧州統合のプロジェクトを守る

ことであると強調した。また、同外相は、ハンガリーと

ポーランドが自由市場の恩恵を享受するべくＥＵに

加盟したことを指摘し、現在、４つの自由、すなわち

人、資本、労働者、サービスの移動の自由に基づく

自由市場は保護主義的な傾向に直面していると述

べた。 

 ７日～９日に開催された同フォーラムには、スロベ

ニアのヤンシャ首相、ウクライナのシュミハリ首相、

ハンガリーのシーヤールトー外相等が出席した他、

国内外から約３，０００人が出席した。 

 

欧州委員会による欧州司法裁判所判決違反に対す

る制裁発動の要請【７日】 

７日、欧州委員会は、ポーランドが、欧州司法裁

判所（ＥＣＪ）による最高裁規律部の停止を求めた７

月１４日の暫定措置命令及び７月１５日の判決に

従っていないとして、ポーランドに罰金を科すようＥＣ

Ｊに要請した。ＥＣＪは、同判決において、規律部が

裁判官の司法的独立を損ない、裁判官を政治的支

配から守るために必要な保証を確保していないと判

断していた。 

欧州委のヨウロヴァー副委員長は、ＥＣＪ判決はＥ

Ｕ全体で尊重されなければならず、これは加盟国と

市民の間に必要な相互信頼を構築し、育むために

必要なことであり、我々は解決策を見つけるために

かねてからポーランド当局と協力する用意があると

述べた。 

同日、ジョブロ法相は、欧州委による制裁発動の

要請についてポーランドは経済面での法的ハイブ

リッド戦争の対象となっていると述べ、独及びルーマ

ニアの憲法裁判所の判決を引用し、欧州委にはＥＵ

加盟国の司法制度に干渉する権利はないと強調し

た。 

 

新型防空システムの調達【７日】 

 ７日、ドゥダ大統領は、キェルツェ（Kielce）で行われ

ている防衛産業展示会において短距離防空システ

ム「ナリュー」調達に関する基本合意に署名した。調

達に必要な予算は、約５００～７００億ズロチにのぼ

り、約７０００人の兵士が運用に携わることになる。 

 本システムは、防空システム「パトリオット」とも連

接することが可能で、試験においてはドローン、ヘリ

コプター、航空機及び巡航ミサイル等の目標の９０％
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を撃破した。また、ＮＡＴＯ加盟６か国を含む１２か国

において運用されている。 

 

ベトナムに対する医療物資の援助の発表【８日】 

８日、外務省は、ベトナム政府に対し、新型コロナ

ウイルス感染症対策の支援として、呼吸器やシリン

ジポンプ、輸液ポンプ、心臓モニターなどの医療機

器と、手袋や防護マスク等の個人用保護具を提供す

ることを発表した。医療物資は、総計約８トン（約１，

４００万ズロチ相当）となっており、ポーランド軍によっ

て９月１０日にホーチミン市に輸送される予定。ポー

ランドは、８月２０日に５０万回分以上の新型コロナ

ワクチンをベトナムに供与していた。 

 

ラウ外相とクレーシ・パキスタン外相との電話会談

【８日】 

８日、ラウ外相は、クレーシ・パキスタン外相と電

話会談を実施し、アフガニスタン危機を背景とした南

アジアの安全保障状況や二国間関係について議論

した。ラウ外相は、ポーランドによるアフガニスタン市

民の退避に対するパキスタンの支援について謝意を

述べた。また、同外相は、過去２０年間にアフガニス

タンが成し遂げた進歩を維持するために、及びアフ

ガニスタンが地域や世界の不安定化の原因になる

のを防ぐために、国際社会の協力が不可欠であると

指摘した。さらに、同外相は、二国間関係の状況を

評価し、パキスタンが南アジアにおけるポーランドの

重要なパートナーであると指摘した。 

 

ネットショッピング詐欺に関して警察が注意喚起【２

日】 

２日、国家警察本部は、インターネットショッピング

に際する注意点をＨＰ上で呼びかけた。同本部は、

認証されたオンラインショップで商品を購入するよう

促したほか、購入先の店舗が実際に存在しているか

をコメント欄や検索エンジンで確認するよう推奨した。

また、購入の際には、口座への直接振り込みでは購

入者保護プログラムの対象外となるため、可能であ

れば、PayＵサービスを利用するよう指摘した。その

上で、疑義が持たれる場合は代金引換にすることも

一案であると補足した。このほか、オンラインショッピ

ングでは通常価格より１０～２０％ほど安くなってい

るが、多くの犯罪者は、それ以上に安価な価格設定

を行っているとして、価格設定が低すぎるオファーに

は注意するよう呼びかけた。 

 

公安庁が２０２０年におけるサイバーセキュリティに

関する報告書を発表【８日】  

公安庁（ＡＢＷ）は、昨年１年間におけるポーランド

のサイバーセキュリティに関する報告書を発表し、近

年、サイバーセキュリティ上の脅威が顕著に増加し

ていると指摘した。ＡＢＷ傘下のサイバー事件即応

チーム（CSiRT GOV）」が毎年発行している同報告書

によると、合計２４６，０００件の潜在的な脅威が報告

され、うち２３，３００件が実際にサイバーセキュリティ

事案として記録されたという。事案は、主にマルウェ

アで攻撃される国家機関といった公共・重要インフラ

において発覚したとされる。また、インターネット上の

詐欺について、犯罪者だけでなく、海外情報機関も

利用していると指摘し、実際に、新型コロナウイルス

の感染拡大を示す偽サイトに誘導させられたり、世

界保健機関（ＷＨＯ）の公式声明を装ったメールを受

領したという事案が発生したという。 

 

ベラルーシからの不法移民に関連する動向【８、９日】 

８日、国境警備隊は、９月中にベラルーシ側から

不法入国を試みた外国人は既に約１，３００名にの

ぼると明らかにした。同日、当地の情報機関を統轄

する特務機関調整担当大臣付のジャリン報道官は、

当地報道機関とのインタビューにおいて、ベラルーシ

側が同国と国境を接するポーランド、リトアニア、ラト

ビアの国境沿いを不安定にするため、ロシアの協力

を得て人工的な移住ルートを創設したなどと言及し

た。また、当該３か国が国際法に違反し、移民に対し

て人道的な取り組みを行っていると非難する情報活

動が見受けられると指摘した。 

９日、報道によると、同日時点で２０名を越える移

民がポーランドとベラルーシとの国境付近に留めお

かれているという。また、当該移民の数は変動してい

るとのことである。

 

Polish Deal」による地方政府への影響【７日】 

財務省によると、新たな社会経済プログラム

「Polish Deal」の実施により、地方政府は２０２２年～

２０３１年の間に総額１，４５０億ズロチの歳入減が見

込まれる。他方で、政府は、この影響は国からの助

成金によってオフセットされると説明している。本件

について、格付け機関フィッチは、「Polish Deal」によ

り、国から地方政府への個人所得税の配分が減少

すること等により、地方政府は歳出削減や地方税の

引き上げ等を余儀なくされる可能性があり、これは

地方政府の信用力に負の影響を与え、信用格付け

にも関わりかねないと警戒している。 

治    安    等 

経    済 

経済政策 
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モラヴィエツキ首相のタリン・デジタル・サミット出席

【７日】 

７日、モラヴィエツキ首相は「タリン・デジタル・サ

ミット」に出席した。信頼のおける連結性、三海域イ

ニシアティブ（３ＳＩ）、公共デジタル・インフラが同サ

ミットの主要テーマであった。モラヴィエツキ首相は、

経済・社会・政治制度を強化する最良の方法は、デ

ジタル・パートナーシップを構築し、メンバー間で信頼

に基づく国境を越える協力の為のプラットフォームを

形成することであり、このような協力はイノベーション

や投資に繋がるとし、ポーランドはそのようなイニシ

アティブを支持すると述べた。また、特に、ビジネス

や行政に信頼の置ける安全かつ省エネ型のクラウ

ド・ソリューションを導入する考えを支持するとした。

また、民主主義国のコミュニティとして、データ共有

分野において新たなスタンダードを設けることに真剣

に取り組む必要があり、ポーランドは同分野におけ

る同志国間の規制整備に繋がるあらゆるイニシア

ティブを支持するとした。さらに、３ＳＩの一環としてデ

ジタル安全保障を推進すると述べると共に、パート

ナーと共にインフラ開発のためのプラットフォーム構

築に努めるとし、３ＳＩはそのための協力機会を提供

するものであると付言した。 

 

閣僚評議会、「Polish Deal」の下での税制改革パッ

ケージ法案を可決【８日】 

８日、閣僚評議会は、新たな社会経済プログラム

「Polish Deal」の優先課題の一つである税制改革

パッケージ法案を可決した。個人所得税の非課税対

象額の３万ズロチへの拡大や３２％の累進課税の適

用対象額の１２万ズロチへの引き上げ等が含まれて

いる。また、今回大企業に対する新たな課税が案と

して盛り込まれた。対象となるのは、収益に占める収

入の割合が１％以下で、法人税を支払っていない又

は低い法人税を支払っている企業で、収益に対して

０．４％を課税すること等が想定されている。法案に

は、この他にもロボット化や自動化に対する減税措

置、海外から帰還するポーランド人への３年間の減

税措置等が含まれている。

 

ポーランドと西欧諸国との開発格差の縮小に関する

報告【７日】 

ワルシャワ経済大学は、カルパチで開催中の経済

フォーラムにおいて、ポーランド及び中・東欧諸国の

経済が新型コロナウイルス感染症にどのように対処

したかに関する報告を発表した。同報告によると、２０

２０年のポーランドの一人あたりＧＤＰは、ＥＵ１５か国

（ＥＵ１５）平均の７２％（２０１９年は６８％）となり、ＥＵ

１５との開発格差は４％縮小した。なお、中・東欧の１

０か国のうち、ポーランドよりも良い数字を示したのは

リトアニアのみであった。

 

ＰＫＰ貨物のインターナショナル・マルチモーダル・ハ

ブ【６日】 

ＰＫＰ貨物社の社長は、航空、海上及び鉄道で運

ばれる製品を組み合わせて輸送するインターモーダ

ル・コンテナ・ハブ構築への参画に関心があると述べ

た。同社はポーランド交通ハブプロジェクト（ＳＴＨ）で

建設予定の新空港付近に位置するコンテナ・ハブを

期待している。また、ＳＴＨは鉄道網の拡張を必要と

している。ＳＴＨの代表はインターモーダルハブの可

能性と、関心ある輸送分野の企業すべてがアクセス

できる公共ターミナルの立地について分析していると

述べた。

 

ポーランド、ガス調達見通し【３日～６日】 

国営石油ガス会社 PGNiG は、米企業とＬＮＧ供給

に関する契約を締結した。同契約により、米国から

のＬＮＧの供給は２０年に渡り、年間２００万トン増加

する。これを受け、サシン国有財産大臣は、数年のう

ちにロシアからのガス供給の割合は９０％から６０％

に減少すると述べ、ポーランドはロシア以外のガス

供給量を１００％にすることを目指していると宣言し

た。さらに、同大臣は、ガスは石炭を燃料とする旧来

のエネルギーユニットに代わる最も重要な燃料であ

り、長期にわたって移行燃料であり続けると確信して

いると付け加えた。PGNiG のＣＥＯは、ＬＮＧターミナ

ルの開発は順調に進んでおり、２０２３年には完成す

る見込みであり、４隻のタンカーをチャーターし、世界

中にガスを転売できるようにすると述べた。なお、同社

は、２０２２年に露ガスプロム社との長期契約を終了

するが、スポット市場での価格が妥当であれば、ロシ

アのガスをある程度購入することを否定しないとして

いる。 

 

ガス不足によるエネルギー価格高騰【８日】 

当地アナリストは、露ガスプロム社がＥＵに対してノ

ルド・ストリーム２（ＮＳ２）の完成・稼働を求め圧力を

かけ、ロシアからのガス供給が不足しているため、欧

州の冬の暖房費が約２０％高騰すると予測している。

欧州各国のガス貯蔵庫は、例年とは異なり半分しか

マクロ経済動向・統計 

ポーランド産業動向 

エネルギー・環境 
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備蓄されていない（ウクライナ４４％、オーストリア４

８％、オランダ５０％、ドイツとブルガリア６０％、スロ

バキア６３％）。なお、ポーランドは９３％のガス貯蔵

庫を満たしており、高い備蓄率を維持している。 

他方、露ガスプロム社は、６日、公式な説明もなく

ポーランド経由のヤマル・パイプラインのガス供給量

を約３００万㎥/時から１４６万㎥/時に削減し、欧州

のガス価格を過去最高に押し上げた。 

 

小型モジュール炉と洋上風力に関する動向【７～８

日】 

カルパチで開催された欧州経済フォーラムにおい

て、ＫＧＨＭ（ポーランド国営精銅採掘会社）が発表し

た改定戦略によると、同社は小型モジュール炉（ＳＭ

Ｒ）に投資する準備ができており、１か月以内にＳＭ

Ｒ建設のプロセスについて発表する予定である。ＫＧ

ＨＭは原子力プロジェクトの立ち上げを支援する

パートナーを探している。また、同社は洋上風力発

電所を建設するための技術パートナーを選定中であ

り、バルト海における洋上風力発電所の建設許可に

向けて進めたいとしている。 

一方、PKN Orlen の社長は、ＳＭＲ及びマイクロ・モ

ジュール・リアクター（ＭＭＲ）の開発リーダーになりた

いと宣言した。同社はポーランド大手化学企業のシン

トス・グリーン・エナジー社との合意に署名した最初の

企業であり、現在、投資契約について協議している。

これに基づき、特別目的会社が設立される見込みで

ある。また、同社は将来のバルト海における洋上風力

発電所についても関心を示している。Lotos 社との合

併については、Lotos 社の資産の一部を売却するた

めのパートナーとの交渉は７０％予定通り進んでおり、

当該パートナーについては１１月に発表される予定で

ある。さらに、ポーランド大手化学メーカ Ciech も、同

社敷地内でのＳＭＲ建設可能性の検討などに関する

覚書をシントス・グリーン・エナジー社と締結した。 

長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意 

最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的と申告した邦人が、経由地であるドイツでシェン

ゲン協定域内への入国審査を受ける際に入国管理当局から（１）最終滞在予定国の有効な滞在許可証、（２）ド

イツ滞在法第４条のカテゴリーＤ査証（ナショナル・ビザ）、又は（３）同Ｄ査証に相当する滞在予定国の長期滞

在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。 

 このため、現地に到着してからの滞在許可証取得を予定し、最初にドイツ入国を予定している場合には、注

意が必要です。 

 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航

する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に

存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。詳しくは下記リンク先を

御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_２.html 

（注）：シェンゲン協定とは、シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合、最初に入域する国に

おいて入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われない

といった協定です。 

○シェンゲン協定域内国（２０２０年６月現在）：２６か国 

アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキ

ア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーラン

ド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン 

 

欧州でのテロ等に対する注意喚起 

欧州では、「イラク・レバントのイスラム国」（ＩＳＩＬ）の台頭以降、一般市民等のソフトターゲットを標的としたテ

ロが相次いで発生しており、今後も更なるテロの発生が懸念されます。 

観光客やイベント等を標的とするテロに警戒する必要があることに加え、イベント等の警備のため手薄となっ

た他の都市でのテロの実行も懸念されます。以上を踏まえ、以下のテロ対策をお願いします。 

１ 外務省が発出する海外安全情報及び現地報道等で最新の治安情勢等の関連情報の入手に努めるととも

に、日頃から注意を怠らないようにする。 

２ 以下の場所がテロの標的となりやすいことを十分認識する。 

観光施設、観光地周辺の道路、記念日・祝祭日等のイベント会場、レストラン、ホテル、ショッピング・モール、

スーパーマーケット、ナイトクラブ、映画館等人が多く集まる施設、教会・モスク等宗教関係施設、公共交通機

関、政府関連施設（特に軍、警察、治安関係施設）等。  

３ 上記２の場所を訪れる際には、周囲の状況に注意を払い、不審な人物や状況を察知したら速やかにその場

大使館からのお知らせ 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_2.html
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を離れる、できるだけ滞在時間を短くする等の注意に加え、その場の状況に応じた安全確保に十分注意を払う。 

４ 現地当局の指示があればそれに従う。特にテロに遭遇してしまった場合には、警察官等の指示をよく聞き

冷静に行動するように努める。 

５ 不測の事態の発生を念頭に、訪問先の出入口や非常口、避難の際の経路、隠れられる場所等についてあ

らかじめ入念に確認する。 

詳しくは下記リンク先を御覧ください。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/ 

テロ・誘拐対策に関しては、以下も併せて参照してください。 

（１）パンフレット「海外へ進出する日本人・企業のための爆弾テロ対策 Q＆A」 

（パンフレットは、https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html に掲載。） 

（２）パンフレット「海外旅行のテロ・誘拐対策」 

（パンフレットは、http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html に掲載。） 

（３）ゴルゴ 13 の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル 

（マニュアルは、http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html に掲載） 

６ テロの類型別留意事項は以下のとおりです。 

【車両突入型テロ】 

●ガードレールや街灯などの遮へい物がない歩道などでは危険が増すことを認識する。 

●歩道を歩く際はできるだけ道路側から離れて歩く。 

【爆弾、銃器を用いたテロ】 

●爆発や銃撃の音を聞いたら、その場に伏せるなど直ちに低い姿勢をとり、頑丈なものの陰に隠れる。 

●周囲を確認し、可能であれば、銃撃音等から離れるよう、低い姿勢を保ちつつ速やかに安全なところに退

避する。閉鎖空間の場合、出入口に殺到すると将棋倒しなどの二次的な被害に遭うこともあるため、注意が

必要。 

●爆発は複数回発生する可能性があるため、爆発後に様子を見に行かない。 

【刃物を用いたテロ】 

●犯人との距離を取る。周囲にある物を使って攻撃から身を守る。 

【イベント会場、空港等の屋内でのテロ】 

●不測の事態の発生を念頭に、出入口や非常口、避難の際の経路等についてあらかじめ入念に確認する。 

●会場への出入りに際しては、混雑のピークを外し、人混みを避ける。 

●セキュリティが確保されていない会場の外側や出入口付近は危険であり、こうした場所での人混みや行列

は避けるようにする。空港等では、人の立入りが容易な受付カウンター付近に不必要に近寄ったり長居した

りすることはせず、セキュリティ・ゲートを速やかに通過する。 

●二次被害を防ぐため、周囲がパニック状態になっても冷静に行動するよう努める。 

 

「在留届」の提出及び「たびレジ」への登録のお願い 

３か月以上海外に滞在する方は在留届の提出を、３か月未満の場合は「たびレジ」への登録を必ず実施して

ください。共にオンラインでの提出・登録が可能です。渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事

館からの連絡を受け取ることができます。また、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておく

ようにしてください。 

また、「在留届」をご提出いただいた方におかれましては、ご帰国やお引っ越し、ご提出いただいた記載内容

に変更があった場合には、「変更届」や「帰国・転出届」の提出をお忘れなくお手続き下さい。 

下記リンク先から「在留届」の提出及び「たびレジ」に登録することができます。 

（在留届）  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

（たびレジ） https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 

新型コロナウイルス感染症に関する注意喚起 

 新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の感染が世界各地で報告されており、感染が報告された国々に

渡航していた方を介して、感染が更に拡大する可能性があります。 

ポーランドでも２０２０年３月４日に国内で初の同ウイルス感染者が認められて以降、感染者が増加し、同３

月２０日には、感染事態が宣言されました。同１０月２４日からポーランド全地域において、全ての公共の場で

マスク等を着用して口及び鼻を覆う義務が生じているほか、公共交通機関では搭乗できる人数が制限され、商

店等ではソーシャル・ディスタンスを取ることとなっています。幼稚園、保育園の活動に制限がありますが、各園

http://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_03.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph_10.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/anzen_info/golgo13xgaimusho.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
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で対応が異なりますので、詳細は幼稚園、保育園に個別に御照会ください。２０２１年２月２７日から、公共の場

で口及び鼻を覆う際は、マスクのみが認められ、スカーフやマフラー、フェイスガード等で口などを覆うことは認

められなくなっています。現在、ポーランドでの感染状況は比較的落ち着いていますが、引き続きご留意くださ

い。マスク着用義務を履行しない者に対する取締りが行われる可能性もありますので、ご注意ください。 

ポーランド入国に際しては、新型コロナワクチンの接種証明の提示や「旅行者位置カード」への提出などが

求められるところ、詳細な情報についてはポーランド外務省や国境警備隊をご確認いただくほか、当館ＨＰにお

いても仮訳を掲載しております。ただし、日本国政府は、ポーランドに対する感染症危険情報レベル３（渡航中

止勧告）を発出しておりますので、ご留意ください。 

最新情報を収集すると共に、手洗いうがいの励行、咳や発熱が認められる人に安易に近づかない等、感染

予防に努めてください。また、同ウイルスの感染拡大に伴い、東洋人に対する風評被害が発生しているとの情

報もあるところ、ポーランド国内で被害に遭われた場合は、発生場所、日時等を含む可能な限り詳細な情報を

当館領事部に提供いただくようお願いいたします。 

外務省は本件に関し、広域情報を発出いたしました。在留届を提出した方及び「たびレジ」へ登録している方

には既にメールが配信されております。最新情報は、下記リンク先で御確認ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/ 

 

領事部連絡先 

E メール：cons@wr.mofa.go.jp 

電話番号：22-696-5005（受付時間：月～金曜日 9:00～12:30、13:30～17:00） 

 

マイナンバーカード取得のお願い 

 マイナンバーカードは、安全・安心で利便性の高いデジタル社会の基盤で、多様化・拡大する様々な手続・

サービスを個人が広く利用できるようにするために不可欠な本人確認ツールです。 

マイナンバーカードは、マイナンバーが記載された顔写真入り・ＩＣチップ付きのカードで、役所に行かなくても

日本国内のコンビニエンスストアで住民票の写しや課税証明書など各種の証明書を取得できるなど様々な利

点があり、２０２１年から一部の医療機関で健康保険証としても使えるようになっています。 

現時点では、日本国内に住民登録のない海外居住者は、マイナンバーカード及び電子証明書を取得・利用

することはできませんが、令和６年中に海外居住者もマイナンバーカード等の利用・取得・更新ができるように

なる見込みで、現在、在外公館におけるマイナンバーカードの交付等の方法も検討されています。 

マイナンバーカードの交付手数料は無料です。今後は、市区町村の申請窓口が混み合うことが予想されま

すので、帰国後速やかに取得申請を行って頂くよう、お願い申し上げます。 

 

年金受給者の現況届提出について 

海外に居住している年金受給者は、年金の支給を引き続き受けるために、毎年、現況届に在留証明書等の

生存確認ができる書類を添えて、日本年金機構（以下「機構」という。）へ提出いただく必要があります。しかし、

新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）の影響によって郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居

住する年金受給者については、提出期限までに現況届を機構に提出することや機構から現況届様式を送付す

ることができなくなっています。 

このため、郵便の受付が停止されている海外の国・地域に居住する年金受給者（提出期限が令和２年２月

末日以降である者）については、それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された３か月後までの間は、

現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取扱いになりました。詳細については、下記リンク先を御確

認いただくか、日本年金機構のねんきんダイヤルにお問い合わせください。 

ねんきんダイヤル： （８１）３－６７００－１１６５ 

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html 

 

特例郵便等投票について 

今次第２０４回通常国会において、「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が成

立し、６月１８日に公布（同法律施行令及び同法律施行規則も同日公布）されました。 これにより、新型コロナ

ウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしており、かつ、一定の要件に該当する方は、令和３年６月２３日以後、

その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。在外選挙人名簿に登録され

ている方につきましても、帰国中に新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、かつ、一定の要

件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります（ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙にお

https://www.anzen.mofa.go.jp/
mailto:cons@wr.mofa.go.jp
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html
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ける投票に限ります）。詳細につきましては、下記リンク先をご参照ください 

外務省ＨＰ：https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003459.html 

総務省ＨＰ：https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html 

 

〔お知らせ〕大使館広報文化センター開館時間 

平日 ９:００ – １２:３０、１３:３０ – １７:００  

 

７月５日（月）から、広報文化センターへの入館を再開しています。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

のため、ご来館の際には所定の衛生条件に従っていただきますようお願い申し上げます。 

 

問合せ先：在ポーランド日本大使館広報文化センター（電話：  ２２-５８４- ７３ ００  、E メール： info-

cul@wr.mofa.go.jp、住所：Al. Ujazdowskie 51、 Warszawa） 

 

 

〔開催中〕 日本の浮世絵展 「北斎 旅の途中で・・・」【８月１３日（金）～１２月５日（日）】 

クラクフ国立博物館において、日本の浮世絵展「北斎 旅の途中で・・・」が開催されます。入場は有料です。 

開催場所：クラクフ市、Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 Maja 1 

詳細： https://mnk.pl/wystawy/hokusai-wedrujac 

 

文化行事・大使館関連行事 

本資料は、ポーランドの政治・社会情勢を中心に、各種報道をとりまとめたものです。 

報道をベースにしておりますので、記載事項の信頼性については責任を負いかねます。 

記載事項は在ポーランド日本国大使館の見解を示すものではなく、 特定の団体・個人の利益を代表するもの

ではありません。 

 

皆様からの情報提供をお待ちしています 

大使館では、読者の皆様に幅広くポーランドの情報をお伝えするため、皆様からの情報をお待ちしています。社

会・生活情報やお勧めのイベント、困ったことなど、皆様に伝えたいと思われる情報があれば、下記のアドレスまで

御連絡ください。（営利目的など、内容によっては対応できかねる場合もありますので御了承ください。） 

 

【お問い合わせ・配信登録】 

本資料は、ポーランドに関心のある方であれば誰でも受け取ることができます。 「新たに配信を受けたい」、「送

付先Ｅメールアドレスを変更したい」、「配信を停止したい」等の依頼につきましては、下記のＥメールアドレスまで

御連絡ください。大使館ウェブサイト（http://www.pl.emb-japan.go.jp/index_j.htm）も併せて御覧ください。 

本資料に関する問い合わせ E メールアドレス（newsmail@wr.mofa.go.jp） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page23_003459.html
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
mailto:info-cul@wr.mofa.go.jp
https://mnk.pl/wystawy/hokusai-wedrujac
mailto:在ポーランド日本国大使館newsmail@wr.mofa.go.jp

